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１．「人権文化政策監」に思う

　今般の豊中市の機構改革は、「都市

活力部」というところに「文化芸術室」

を移すというのが要素だったと思いま

す。そうなると、旧「人権文化部」に

残るのは人権関係だけになります。そ

もそも、この「人権文化部」というのは、

人権プラス文化なのか、人権をベース

とした文化を実現しようという部なの

かということがありますが、一見して

人権と文化が分かれてしまう状態が生

まれてきたわけです。しかし、部の数

は増やすわけにはいかないので、残っ

たところをラインではないスタッフ職

である「人権文化政策監」に所管させ

るという方向になったのだと推測しま

す。

　「人権文化」に関しては、かつて大

いに議論しました。亡くなられた寺本

知さんが、随分これを主張されたと聞

いています。「人権という文化を創造

するんだ」と、今では理解され、伝統

のある言葉になっています。だから、

「人権政策監」ではなく、「人権文化政

策監」となって良かったと思います。

なぜかというと、「人権政策」だけで

は、一つ間違うと「人権対策」になっ

てしまいます。問題が出て来たときに、

モグラ叩きのように行動していくのが

対策で、今では時代遅れです。「政策」

というのは前もって、手を打っていく、

あるいはよりよい社会を作っていくた

めに、行動し投資をしていくという考

え方です。英語で政策は「ポリシー」

です。どういう都市をつくるかという

プログラムの集大成であって、それを

ポリシーといいます。ポリスをいかに

つくるかという、ギリシャ語の都市の

ことを言います。いかに優れた都市を

つくっていくのか、そういう戦略が政

策ですから、位置づけが「人権対策監」

にならなくてよかったと思います。

　協会は、これまでも「人権に支えら

れた文化を創るんだ」ということで進

めてきています。が、別の角度から言

うと、文化を切り離して考えたとして

も、文化そのものが人権に裏付けられ

ないと少し変なことになります。アー

ト・音楽・演劇・文学等の芸術は、や

やもすると、暇をもてあましている人、

お金が余っている人の余暇の対象とと

らえてしまう傾向がありますが、それ

は間違いだと思います。「芸術的人権」

という言葉もありますし、「文化的人

権」という言葉もあります。だから、

「人権文化」という言葉が今の時代に

は求められていると思う次第です。人

権と文化、できるだけこの二つは分け

ない方がいいと思います。つまり、「人

巻頭コラム

中川　幾郎（代表理事）

「人権文化」を

どう受け止めるか
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権対策」ではなく「人権政策」に進化

するべきで、それは「文化」というも

のを非常に重要視した政策だと考えま

す。今回の部局再編成は、担当のライ

ンの部長がなくなって、部長級の政策

監というスタッフ職がいくつかの課を

統括するという考え方のようです。

２．改めて問う、「人権文化」とは？

　もう一度言いますが、本来の意味で

の「文化」とは、特権階級的なもので

はありません。「文化」というのは、

そもそもある価値観に基づく価値の体

系を意味するわけで、それはシステム

（制度）としての文化を意味すること

もあれば、システムの結果生まれた建

物とか機械など構築物に現れることも

あります。人間の意識の中の、「価値」

の序列に現れるときもあります。だか

ら、好き・嫌いも文化になるし、真善

美のすべてが文化によって偏差が生じ

ます。例えば、私たちの社会ではブタ

肉を食べることに抵抗はないけれど

も、イスラムの人にとっては、へどが

出るほど気持ち悪いわけです。つまり、

食物とは認識できない。時々、中国人

の悪口を言う人はこういうことを言い

ます。「中国人は、空飛ぶものは飛行

機以外は何でも食べる」、「海の物は潜

水艦以外みな食べる」とか。「陸上を

走っているものは、戦車以外みな食べ

る」とか。「サルの脳味噌なんか、お

いしいと言って食べる民族だ」と。私

たちはサルの脳味噌と言われてもとて

も喉を通りません。

　司馬遷の「史記」の中に、ある王朝

の王様が自分の息子に王位を奪われ幽

閉された時、最後の願いを叶えてやる

といわれます。王様は、この世の別れ

に熊の手のひら ( ユウショウ＝熊掌 )

を食べたいと言いました。これは王様

の最後の策略で、ユウショウをつくる

には最低三日間かかります。つまり、

三日間の時間を稼ごうと思った ､ と

いう故事です。私たちは熊の手のひら

を食べようとは思わないですが、ユウ

ショウは高級料理です。それが文化で

す。だから、他者の文化をさげすんで

はいけない。私たちもイスラムの文化

を勉強しなくてはいけない。そのこと

が、向こうもこっちを理解してくれる

ということにつながります。国際連合

は、文化の違いを前提とした文化相対

主義に立つと言っています。
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　今、それが大変非寛容になっていま

す。ある一つの価値観に従わなかった

ら、従わない人には「国賊・非国民」

という、余りにも旧態依然とした言葉

が復活しつつあります。たとえば先日、

シリアでとらえられた後藤さんらが殺

されたことに対して、政府が何もしな

かったと批判するのは、むしろ敵を利

することになるという人がいます。時

の政権を批判するというのは、国民の

権利であり、それを表現の自由といい

ます。これを封印するというのは、ま

さに人権抑圧です。そういう抑圧的な

価値観も文化です。その価値観に対抗

する、人権とか自由とか平和とかを

きっちり生活の中に溶かし込んだ生き

方をして、それを実践していくことを

積み重ねていくことで、それを見抜く

ことができます。その価値体系をしっ

かり自分の物にしようと、それが「人

権文化」だと思います。

　そういう意味で、私は文化を高級品

とは思っていません。貧しい中にも立

派な芸術は存在します。どれだけ貧困

な民族の中にも音楽は存在します。パ

レスチナはイスラエルと今でも戦争

していますけれども、出撃に行く前に

若者たちは詩を残して出撃するそうで

す。詩をもとにみんなで音楽をつくる

とのことです。ありあわせの楽器で、

それを彼の思い出として共有します。

そういう文化もあります。これはそ

れなりに心が豊かだと思います。それ

も一つの文化で、文化に優劣はないと

思うのです。一番大事なのは、「人権」

の中に平和というものをすえて生きる

ということです。その実践の上に、そ

の価値観を守るためのシステムとして

法律とか慣習、人権に配慮された建物

とか道路とか機械ができあがっていく

のだと思います。

３．危惧される人権状況

　最近、西日本を中心に小学校校区単

位でコミュニティ協議会を作る動きが

非常に盛んになってきました。丹波

市でも篠山市でも実践に入っています

し、神戸市でもやっています。豊中市

も 4 つのモデル校区がすでにできてい

ます。こういう地縁型コミュニティで、

地域を作り直そうということが、「東

日本大震災」から火がつきました。「阪

神淡路大震災」でも証明された、「自

助・公助」という前に、「共助」の仕

組みをもっとつくらないと孤独死は防

げません。あるいは、社会的排除が防

げないということです。そういう流れ

になってきているにもかかわらず、某

市では「女・子どもには自治会はさせ

られん」と堂々と発言する連合自治会

長がいます。そんな地域社会の現場で

こそ、人権問題が露呈します。「女の

くせに」とか、仲良くなってくると陰

でヒソヒソと、「実はあの人は在日で

日本名名乗っているらしい」とか、あ

げくの果てには「部落らしいで」も出

てきます。
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　そこで大変気になっているのは、「意

識調査」のデータがどんどん悪くなっ

ていることです。特に部落問題に関し

て悪くなっています。人権というとす

ぐに部落問題と考えてしまう「ショー

ト・カット型思考」にも問題はありま

すが、部落問題は多くの人権課題の中

の主要課題ではあるけれども、一番学

びやすい課題でもあります。この 20

～ 30 年間、いわゆる「同対審答申」

以降の取り組みは、一体何を残したの

だろうか？少し無力感にとらわれてい

ます。結局、建前ばかりで私たちの身

についてないということは、人権に根

ざした文化ができていないということ

ではないでしょうか。自分の思想とし

て、肉体化できていないということで

す。民間も行政も含めて、形をつけて

やってきたことを、今改めてきちんと

問い直さないと、巨視的に見ると日本

国は転落していくしかないのではない

か。その兆候はすでに出ています。例

えば国際的な指標をみると、女性の地

位が連続して毎年落ちています。「世

界経済フォーラム」で 4 年前に 95 位

だったのが、今年は確か 104 位ぐらい

で、ずいぶん前は 85 位ぐらいでした。

いろんなデータを見ても、国際連合関

係で女性に関するデータが毎年下がっ

ています。女性の地位が低いと外部か

ら認識されている日本だからこそ、「従

軍慰安婦問題」に対する一方的な批判

や攻撃がしやすいのではないでしょう

か。今のままでは、世界各国の多くが

そのように認識してしまいます。却っ

て罠にはまりやすいのです。

　人権関連条約は結ぶけど、関連する

国内法はほとんど変えないという、建

て前と実態のズレを容認するこれまで

の日本政府のやり方は、これから改め

て問い直されるでしょう。例えば日本

は、とうの昔に「児童の権利条約」を

批准しています。「女性差別撤廃条約」

も批准しています。ならば、早い時期

に「民法」の関連条文を改正すべきだっ

たのです。これも最高裁判決が出るま

で見送られていました。私たちがしっ

かりしないと、このズレは拡大してい

きます。

　私自身は自分を古典的な保守系だと

思っていますし、素朴なナショナリス

トでもあります。そんな人間でも、今

の状況には危機感を感じます。いずれ、

大変なコストのかかる世の中になるの

ではないか。たえず人権侵害のトラブ

ルが多発し、裁判事例が急増する世の

中になりかねない。ストーカー事件で

警察がたえず走り回らないといけなく

なる。学校の先生がいじめ問題に振り
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「精神障害者像の歪み」
山口　博之（評議員）

はじめに

　日本の近代法は明治時代につくら

れ、120年程経った今日でも殆ど変わっ

ていない。

　そこにある精神障害者像は、様々な

法律の中で疎外され、当事者以外の周

囲の偏見の基に作られたイメージであ

り、その文言と共に差別意識が残って

いると言える。

　わかりやすいのは欠格条項ですが、

様々なところで否定され、悪いイメー

ジのまま今日に至っている。障害者差

別解消法もでき、法の見直しをきっち

りしてほしいのが私の願いです。

犯罪と精神障害者像

　近頃起きた事件と共に、「精神障害

者を野放しにするな！」という見出し

の記事を何個か見ました。私はこれこ

そ「全体像を否定的に語り、個々の違

いを否定したヘイトスピーチであり、

精神障害者いじめである」と言います。

いじめは常に自分より弱い者、反論出

来ぬ者に向う性質があり、精神障害者

自身、人目を気にして、言いたい事も

言えぬ人が多いからです。

　また私は、1992 年の第 2 回精神保

健国内フォーラムにて、「精神障害者

の犯罪率は 0.4% です（当時）。つまり、

精神障害者 1000 人のうち、犯罪者は

4 人です。では、残りの 996 人の精神

障害者の人権はどのように保証されて

いますか？」と質問しました。しかし、

厚生省の役人もおり、医師ならびに多

くの専門職がいながら、誰 1 人返事を

する者はおらず、私は専門家さえ何も

考えられぬ程、常識化しているのか・・・

と思いました。

私の思い

　通常、1000 人の精神障害者から 4

人の犯罪者をピックアップし、1000

人の人を犯罪予備軍かの如く危険視す

ることと、996 人の生活実態から精神

障害者像を見出し支援策を考えること

のどちらを選ぶかといえば、私は後者

を選びます。なぜなら、これまでの精

神障害者像に対する対応や犯罪比率か

ら見て、合理的配慮とは言えず、精神

障害者コントロールのための情報操作

回される。子どもたちを独特の視点か

ら監視しないといけなくなる。そのよ

うな人的・時間的コスト、手続きコス

トがかかる時代が目の前に来ているよ

うな気がします。それに対する危機感

が市民にも、行政にも希薄になってき

たのではないでしょうか。私は、安

全で安心して暮らせる社会維持の費用

が、急速にハイコストとなる時代が目

の前に来ているのではないか、という

危惧を持っています。

評議員のページ
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戦後７０年・阪神淡路大震災

２０年・人権文化まちづくり

協会法人化５年・「人権文化」

に一考

とも言えるものだからです。

外国では

　アメリカのリンカーン大統領はうつ

病患者でした。彼の有名なゲティス

バーグでの演説文はどの医師・保健福

祉士が「頑張らなくていいのよ」「無

理しなくていいのよ」と言ったでしょ

うか？彼は自分のアイデンティティに

従って頑張ることにエネルギーが湧い

ている自分を見出していたのではない

でしょうか。

　病気に悩み、つき合いながらも頑張

れる人は自分に確信があり、自分から

行動することで自分自身の存在感と生

きる力を生み出していたように思いま

す。

　確かに「頑張れ」と押しつけてはい

けないが、逆に「頑張らなくても良

い」と押しつけるのもおかしく思いま

す。いくらやさしい言葉でも、押しつ

けることで問題になることが多いよう

です。「人は他人の言いなりになるこ

とで、自分を頼りなく感じ出し、自分

から動くと失敗でさえ軽いダメージで

済む」と言います。私もそう思ってい

ます。

　もう一つ、イギリスのチャーチル首

相もうつ病でした。彼は作家でもあり、

色々書いています。「私は問題が大き

くなればなるほどワクワクしてくる。

なぜならば、この問題を解いていく過

程が楽しいからだ」彼のこの言葉はあ

まりにも有名です。

　第二次大戦時、ドイツの潜水艦対策、

ミサイル対策の作戦を考える時、どの

医師・保健福祉士がサポートしたので

しょうか？彼自身の頭と考えで作戦行

動を出し、国民の支援も受け、責任を

全うしたのではないかと思います。

　リンカーンもチャーチルも野に放た

れるどころか政治のど真ん中の担い手

だったのです。これを精神障害者だ

からと否定することは誰にもできませ

ん。精神障害者像もワンパターンでな

く、多様性があることをわかってほし

いのです。

前田　勝正（理事）

　1945 年 8 月ポツダム宣言を受諾し、

無条件降伏を受け入れ、長い戦争が終

結したのが 8 月 15 日。その日から今

年は 70 年目をむかえます。

理事のページ

　私は 1938 年生まれですので、幼い

頃の戦争中の記憶が残っています。蛍

池北町では大阪空港にも近く、その頃

は空港までほとんど民家もなく田畑ば
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かりでした。空港が何回かＢ 29 の攻

撃を受け、焼かれ、その近くの北町も

攻撃されました。人々は逃げまわり、

洗心道場にあった防空壕に入ったこと

などを覚えています。私の姉は砲撃の

中をかけぬけた等、子どもを抱いた母

が死に、子どもは母の下になり助かっ

たなどの話も聞かされました。私は 5

～ 6 才でただ逃げまどったことしか覚

えていません。

　戦争に負け、空港が米軍の基地にな

り、アメリカ兵が進駐軍としてこの近

くにやってきました。それまでの教

育は鬼畜米英とすりこまれ、恐ろしい

人が来る、年ごろの娘は田舎に逃げろ

と・・・・・。

　国民学校から小学校に変わって、三

田の高平小学校で学びました。その頃、

田舎といえども食料生産運動場に麦と

サツマイモを植えていました。4 年生

頃になりやっと運動会ができました。

　平和・民主主義など習ったことはあ

りません。ましてや人権という言葉す

ら知らなかった少年時代でした。

　同和教育を耳にしたのは 1960 年後

半です。人権について広辞苑にはこう

書かれています。人権とは…人間が人

間として生まれながらに持っている権

利。

　そうは言われても生まれた土地、親、

社会環境によって左右されるのも人間

です。しかし、それを乗り越えるのも

人間です。嘆き悲しんでも解決策はあ

りません。日々の生活の中で生きる権

利とは何かを問い続けています。

　阪神淡路大震災から 20 年、当時長

田へ炊き出しにいき、つぶさに震災の

おそろしさを目の当たりにしました。

今年の 2 月 14 日、須磨を歩き、植物

園でシクラメンと梅花の香りに春を感

じました。

　海岸に出て、冬の海を見る。明石大

橋淡路島が美しく映える。心が和む。

長田は震災前の長田から大きく様変わ

りし、鉄人 28 号の大きなモニュメン

トが何ごともなかったように立ってい

ました。

　それ

までの

勤労奉

仕的な

考え方

か ら

ボラン

ティア

という

言葉が

位置づ

いたの

もこの

頃でした。社会福祉が位置付き各地で

活動がめばえます。同和教育から人権

教育と言われても、今や人権をつかう

と差別的なニュアンスに聞こえるのは

私だけでしょうか・・・。

　文化とは…広辞苑には文徳で民を教

化すること、世の中が開けて生活が便

利になること、人間が自然に手を加え

て形成してきた物心両面の成果とかか

れています。
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がんばれ！　負けるな！！蒼
そうこくらい

国来！！！

玉置　好徳（理事）

　さて、本コラムの 2 度目の執筆担当

の順番が巡って参りました。前回の反

省をふまえて、皆様にご紹介できるよ

うな楽しい遊びでも始めたのか？答え

は…NO ！

　そんな余暇も余裕もなく、日々の事

柄に追われているばかり。なので、今

回もネタ探しで四苦八苦しておりま

す。

　私は現在、本市が設置している「人

権文化のまちづくりをすすめる協議

会」の委員もしております。本協議会

では 2014（平成 26）年に策定された「豊

中市多文化共生指針」にもとづいて、

本市における国際交流や外国籍住民と

ともに生きるまちづくりのあり方につ

いて検討しています。これまで多文化

共生については全くの不勉強でしたの

で、これをきっかけにいろいろと勉強

しはじめたところです。

　そのような折、豊中駅に向かう途中

で、豊中稲荷神社の境内にカラフルな

「のぼり」が何本も立てられているの

を、偶然見つけました。

　それは、大相撲三月場所（大阪場所）

（以下「先場所」という。）が3月8日（日）

～ 22 日（日）の間、「BODYMAKER コロ

シアム」（※ネーミングライツが終了

したため、4月 1日から名称が元の「大

　文化を上から目線で見ています。し

かし、ある一面人間の精神的な価値を

言う。そこで人権文化とは単なる広辞

苑とか辞典にかかれていることを組み

合わせて人権文化なのか、それは違う

と思います。労働・食事、日々の生活

において生活の中で知恵を出し、積み

上げてきたものが生活文化です。たと

えばここ北町ではつい 50 年ほど前ま

で竹カゴをつくっていました。ちなみ

に竹は生活にとって切っても切れませ

ん。竹のつく文字は実に 240 を数えま

す。竹をあむ竹細工師、皮をはぎ加工

する人、土木工事にたずさわる人、そ

れぞれ生活文化を支えてきました。

　2014 年 12 月 4 日岡山県瀬戸市に在

る国立療養所長島愛生園で研修を受け

お話しを聞きました。研修を受ける度

に、人間回復の橋を渡る度に感じるこ

とは、人の命は地球より重いというの

は言葉だけかということと同時に、生

活文化が根づき住民自治の絆の強さを

感じました。

　終わりに人権文化まちづくりを単な

る文字の上言葉だけに終わらず、今こ

そ地域社会でその理念を実行にうつす

時です。

楽遊ガイド
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阪府立体育館」に戻りました）にて開

催されたので、その期間に「荒汐部屋」

が同神社内に宿舎を構えていたからで

す。

　荒汐部屋は、荒汐親方（元小結の

大
おおゆたか

豊）が、2002（平成 14）年 6 月に

中央区日本橋浜町に開いた相撲部屋で

す。現在の筆頭は、西前頭 13 枚目（先

場所当時）の蒼
そうこくらい

国来　栄
えいきち

吉関です。（以

下「蒼国来関」と呼ぶ※1）

　蒼国来関は、1984 年 1 月生まれの

現在 31 歳、出身は中国内モンゴル自

治区赤峰市です。初土俵は 2003（平

成 15）年 9月場所、初入幕は 2010（平

成 22）年 9 月場所で、初の中国人幕

内力士です。

　けれども、これまでの道のりは決し

て平坦ではありませんでした。2011

（平成 23）年の大相撲八百長事件では、

特別委員会から八百長に関与したと認

定されて、日本大相撲協会から引退勧

告処分を受け、これに応じなかったた

め解雇されました。しかし、これを不

服として東京地方裁判所に同協会に対

する地位保全の訴訟を起こし、2013

年 3 月の判決で解雇は無効とされ、よ

うやく相撲界に復帰することができま

した。

　とはいえ、2 年以上ものブランクを

取り戻すのは容易なことではなかった

ことだろうと思いますが、先場所は見

事に9勝6敗と勝ち越しを納めました。

これは彼の言葉には言い尽くせないほ

どの努力の賜物でしょう。

　しかし、彼自身はこの結果には決し

て満足していません。その理由を、勝

てる相撲をいくつも落としたことや、

12 日目に勝ち越しを決めたにもかか

わらず結果的に二桁勝てなかったから

だと、自身の Facebook で述べていま

す。そして、「だから来場所、もう少

し上の番付でも蒼国来はやれるんだっ

ていうところを見せたい」と、来場所

に向けた決意を表明しています ｡※ 2

　また、彼は日本語がとても堪能で、

早稲田大学で「日本語の学び方」につ

いて講義したこともあります。本人曰

く、「相撲界は厳しい。今日、教えら

れたことを覚えられなければ、この世

界ではやっていけませんよ。私たちは

（日本語を）ボールペンではなく、体

で覚えていくのです」とインタビュー

に対して語っています。※ 3 このよう

な環境適応への並々ならぬ努力が、本

業での実績にも表れているのだと思わ

れます。

　ところで、外務省ホームページによ

れば「歴代外国人相撲力士の出身の多

い国・地域」は、第 1位モンゴル 55人、

第 2位アメリカ合衆国 31人、第 3位ブ

ラジル16人…などとなっています。※4

その一人ひとりが、日本の国技である

相撲の世界で、生まれ育った母国の文

化との違いに戸惑い葛藤しながら、そ

れでもがんばって激しい勝負を繰り広

げてきたことでしょう。彼らの姿から

私たちは、本当の意味の国際交流や多

文化共生のあり方を学ぶべきではない

でしょうか。
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　企業人権協との交流会

酒井　留美（事務局）

 １月 22 日に豊中人権まちづくりセン

ターで企業人権協との交流会がおこ

なわれました。1975 年に「部落地名

総鑑事件」が発覚し、史上最悪の差別

事件として取り組みが行われて 40 年、

各企業でも人権・部落問題の取り組み

が具体的に始まり、この交流会も開催

されるようになりました。

　まず、企業人権協の会員・（株）朝

日エアポートサービスから、「当社に

おける人権啓発の取り組みについて」

ということで、子育て従業員の働きや

すい環境整備をされている報告があり

ました。次に、大阪鉄道（株）から、

「駅舎への差別落書きの対応について」

として、大阪モノレール柴原駅で起き

た差別落書きの発見から削除までの経

過及び社内でのマニュアルなどの話が

ありました。そして、二つの報告を受

け、大阪大学大学院人間学科研究科准

教授・高田一宏さんに「大阪大学にお

ける人権問題の取り組みについて」の

講演をいただき、最後に、協会から「部

落差別に関わる差別事象の発生状況に

ついて」を報告しました。

高田さんの話

　大阪モノレール柴原駅で、部落差別・

民族差別の落書きが見つかり、大学の

　最後になりましたが、これをきっか

けに今後とも荒汐部屋と蒼国来関を、

陰ながら応援してゆこうと思います。

ぜひ読者の皆様も応援よろしくお願い

いたします。

【注】

1) 荒汐部屋ホームページ（arashio.

com）　http://www.arashio.net/

index.html

2) 蒼 国 来 Facebook　https://www.

facebook.com/sokokurai

3)nippon.com ホ ー ム ペ ー ジ「 試 練

を乗り越えて活躍する初の中国人力

士・蒼国来関」（2014 年 5 月 15 日）　

http://www.nippon.com/ja/features/

c01604/

4) 外務省ホームページ「歴代外国

人相撲力士の出身の多い国・地域」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/

ranking/rikishi.html

報 告
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外で起きたことなので通常、大学とし

てどうこうすることはないのですが、

今回は「人科教文」と書いてあり、「人

科」は人間科学部の、「教文」は教育

文化研究室の略称で、学内の一部の学

生とか教員しか知らないものです。誰

が書いたかわからないし、それをさが

そうという気もありませんが、可能性

として人間科学部に何らかの関わりの

ある人が書いた可能性が極めて高く、

落書きの写真を見て恐いと思いまし

た。しかし、恐がっていたら向こうの

思うつぼなので、きちんと対応するた

めに、他の先生たちと話をし、学生た

ちに説明するために、事実経過と問題

点を書いたメモ（チラシ）を作りまし

た。

　今、中国や韓国との外交関係がかな

り悪く、それにともなって在日朝鮮人、

韓国人、中国人に対するバッシングや

ヘイト・スピーチが強まっています。

かつては、こんなことは言ってはいけ

ないとか、これは社会的に許されない

ことだという感覚は建て前でもあった

が、それがなくなり歯止めが弱くなっ

ている気がします。

　大阪大学では人材養成という面で社

会貢献をする存在であると同時に、大

学そのものがあらゆる人の住みやすい

（研究しやすい、教育しやすい）、そう

いう場であるということは、企業でも

事業所でも同じことだと思います。

　人権問題はつけたしでも、おまけで

も、とりあえず時間があったらする

ものではなく、本来の業務の中ですべ

ての従業員が守られた職場環境である

か？顧客にたいしてはどうか？そうい

うことを考えてほしい。

　また、部落問題を話すとき引っかか

るのが、あえて問題を取り上げなくて

も問題は解決するのではないか、部落

問題は目で見てわかるものではないか

ら、黙っていたらなくなるという意

見が根強くあります。でも、黙ってい

ても情報はいろいろなところから流れ

入っていきます。だから、どこが部落

かわからなくすることが解決策ではな

いのです。部落に対するポジティブな

情報を発信していかないといけない。

わからなくして、黙っていてなくなる

ものではないと言われていました。

　何か事が起きた時に、自分はどう向

き合うのか、向き合い方などを考えさ

せられた交流会でした。
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「2015 年度も素敵な出会いとつながりを」

福島　智子（事務局）

蛍池地域から

　2015 年度がスタートしました。地

域においても、各団体や関係機関のメ

ンバーの変動もあります。

　蛍池でこれまで取り組んできた事業

を振り返りながら、新たな出会いとつ

ながりを大事に、今年度も様々な取り

組みを進めていきます。

【高齢者交流のつどい】 【であいふれ

あい大賞】

【子どものことを

考える学習会】

【もちつき】【納涼祭】
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保育教育協議会

「部落問題を学び合う」

酒井　留美（事務局）

　保育教育協議会は部落問題を軸に

「発信し・交流し・つながる場」にと、

五中校区の中で保育所、小学校、中学

校、児童館、地域の大人が一体となっ

て考え合い、さまざまな工夫をこらし

て 12 年を迎えました。

　2014 年度は「これまで大切にして

きた思いを今こそしっかりと継承して

いこう」と、第 1 回は自分と部落問題

との出会いについて振り返り、話をし

ました。第 2 回は同和地区の問い合わ

せなど最近の差別事象の報告を受け、

感じたこと、なぜ問い合わせをするの

か、自分ならどうするかについて話を

しました。第 3 回は落問題をどう自分

ごととしてとらえるか、引き受けると

はどういうことかについて話をしまし

た。3 回とも参加者全員がグループに

分かれ、自分の思いや考えを出し合う

ことをしました。いずれも、自分自身

の思いに気づき、部落問題を見つめ直

す機会になったのではないかと思いま

す。

【3 月末、転勤が決まった先生が感想

を届けてくださいました】

　子どもに対して教師が心を開くこ

とって大事だと感じました。大人でもそ

うですが建前だけで話していると、聞

豊中地域から

いていてもそれが伝わってしまいます。

　一言でも本音を混ぜれば聞く側も

“ハッ”とする。そっちが心を開いてく

れるのなら、こっちも開こうかとなる

ような気がします。

　差別事象に対して自分自身ができる

ことの話の中である方がおっしゃった

のですが、「差別をする人に対して、

まちがっていますよと言うのは難しい

（特に大人に）。どうしたらいいのかを

一緒に考えていくという姿勢が大事」

と言う意見にとても共感しました。差

別するほうが絶対あかんけど、正論を

ぶつけているだけでは解決しない。ど

う言えばわかってもらえるのかを考

え、工夫しながら付き合っていくのが

いいと思います。それにあきらめない

こと。“しょうがない”と思ってしま

わないことでしょうか。これは生徒に

対する姿勢も同じですね。“この子ら
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に言っても無理や”と投げ出したら終

わりなので。五中に勤めて 6 年。ま

ちづくり協会の方や保護者の方、いろ

いろな方のお話を聞いたり話し合った

り、この保育教育協議会で多くの事を

学びました。

　まだ実際に差別に苦しんでいる人が

いることを知り、やっぱり差別はおか

しいのだという事を、目の前にいる子

どもたちに伝え続けていこうと今は強

く思っています。“差別の話を真剣に

聴き考えられる学年の雰囲気を作って

こられてよかったです。

　「うちの子が卒業しても、先生これ

からも差別がいかにいけないことか、

生徒に伝え続けてほしい」と、あるお

父さんからかけていただいた言葉が忘

れられません。6 年間、人として大切

なことを学ばせて頂き、ありがとうご

ざいました。

　毎年、人の入れ変わりがあります。

保育教育協議会で大事にしている事、

めざしていること。

　2 月 20 日、「ひゅうまんプラザ講演

会」が男女共同参画推進センターにて

開催された。「ひゅうまんプラザ」とは、

協会が関わる差別解消を目的とした取

り組みの一つで、行政や他組織の人々

と連携・協力しながら、年に一度、部

落問題をテーマにした講演会などを実

施している。

　今回は、関西大学人権問題研究室

委嘱研究員の宮前千雅子さんをお招き

して、「わたしからはじまる人権～出

会い・つながり・想像力～」をテーマ

に「オールロマンス事件」や「同和対

策審議会答申」といった 1950 年代か

ら現在までの部落問題の歴史や出来事

について、在日韓国・朝鮮人へのヘイ

トスピーチやセクシャルマイノリティ

の問題といった様々な人権問題の事例

ひゅうまんプラザ講演会

「私からはじまる人権」

重本　洋輔（事務局）

報 告

★�「部落問題をタブーにせず」これ

を軸とした協働による実践を創ろ

う！

★�校区に部落差別が存続すること、

部落差別がなお生きていることを

ジブンゴトとして引き受けようと

する人々とつながろう！

★�一方通行でも寄り添いでもなく、

校区に根ざした自前の取り組みを

創りだそう！

★�新しい部落問題学習の展開を通じ

て、「教育のまち・とよなか」の

実現をめざそう！

　これらを丁寧に確認し合いながら、

より深いところで繋がることができる

ように 2015 年度も活動を進めます。
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について、そして、宮前さん自身の部

落問題や人権問題に関わるこれまでの

実体験などについてお話していただい

た。

　事例の一つひとつを丁寧にお話しい

ただいて、大変分かりやすかったが、

この講演会の目的は、こうした部落差

別や人権問題に関する知識を得ること

だけではなく、宮前さんのお話をとお

して、参加者それぞれが自分自身の「人

権課題」について改めて振り返り、「わ

たしからはじまる人権」について考え

ることである。

　おそらく、この講演会の参加者も含

めた多くの人々は「差別はしてはいけ

ない」ということは十分に理解してい

るだろうし、また、「自分は差別しない、

したくない」と思っているだろう。し

かし、同時に「差別は『する人とされ

る人の問題』であって、自分は差別し

ないのだから関係ない」といった考え

の人も多いのではないだろうか。

　これまで「自然」とされてきたもの、

「当たり前」とされてきたもの、「普通」

とされてきたものの中にも差別の可能

性がたくさん潜んでいるように、誰も

が知らず知らずのうちに差別をしてし

まう可能性はある。しかし、そのこと

になかなか気づくことができない。自

分の中にある「人権課題」になかなか

気づくことができない。これは僕自身

についても同じである。自分の中で気

をつけてはいるつもりだが、探してい

けば、上記のような固定観念などから

知らず知らずのうちに差別してしまっ

ていることがたくさんあるだろう。だ

が、それは僕や多くの人が差別とい

うものを「行為」としてのみで捉えて

しまっているからであり、実は「差別

は社会の状態でもある」ということを

きちんと捉えていないからだろうと思

う。宮前さんのお話をとおして、自分

の中にある「人権課題」について見つ

め直すとともに「自分は差別をしない」

で終わってしまうのではなく、これか

らはそこからもう一歩踏み出すことが

必要であるということを改めて考える

ことができた。

　今回、ひゅうまんプラザ実行委員会

や関係団体、豊中市職員などを合わせ

て 70 名以上の参加があったが、こう

した機会をとおして「自分には関係な

い」ではなく、「同じ社会に住んでい

る以上、自分にも関係がある」といっ

た考えの人が少しずつでも増えていっ

てもらえればと思う。そして、僕自身

も「ぼくからはじまる人権とは何か？」

について考えていきたいと思う。



じんけん　ぶんか　まちづくり第 47 号

18

　『豊中文学』が第 36 号をもって閉幕

になるとの事です。連れ合いの寺本知

が、その一人となって始めた『豊中文

学』です。これまで刊行を続けて下さ

いました皆様に、厚くお礼申し上げま

す。

　私たち夫婦は昭和 22（1947）年、

家は阪急豊中駅の近くで、古本屋をし

ておりました。文福書房といいました。

岡町の原田神社の境内の外側に、バ

ラック建ての商店街が出来、その一軒

を借りることが出来ました。

　今のドランと同じ場所です。知と私

はここに移って古本屋を継続しまし

た。文苑堂といいました。店番は昼間

は、ほとんど私でした。

　戦争によって、貴重な書籍が焼かれ

て、本が無い時代でした。古本を探し

に来られる学校の先生や、学生さん達

が多く、話をしていて、とても勉強に

なりました。

　知は体の弱い人でしたが、10 代か

ら社会運動に奔走、趣味も多く、詩、

絵画、音楽、芝居、書というように限

りがありませんでした。店のお客様と

も楽しそうに話しておりました。

　『豊中文学』を発行するようになっ

たのも、お客様であった水戸隆先生、

お客様の吉村遊三さん　（吉村油脂社

長）、知の 3人の発案でした。

　水戸先生は歯科医で、地元の克明小

学校の校医もしていました。ダンスも

上手でした。谷まさしさんは、書家、

詩人、写真家で、知とは一番に気が合っ

たようです。岡町図書館へ講座に来ら

れた谷さんを、知が一番前で聴いてい

て、講演の後、文苑堂にお連れしまし

た。それから知が亡くなるまでの長い

交友でした。

　『豊中文学』　は昭和 33（1958）年

に創刊号が発行されました。その 5 年

後、バラック建ての岡町商店街も、時

代の流れで建て替えを迫られ、各自一

戸建ての商店街となり、我が家も古本

屋をやめて、知の発案で喫茶店をやる

ことになりました。店を建て替える 3

カ月の間、私と娘・美鶴は、神戸の有

名店ドンクヘ見習いに行きました。こ

れも文苑堂のお客様で、高校の先生を

されていた方の紹介でした。

　昭和 39 年 2 月 4 日、「喫茶ドラン」

オープンの日は、ご招待のお客様、5

日から営業となりましたが、岡町に喫

茶店がなかったので大盛況でした。大

学進学をあきらめた長女、高校入学の

長男、中学入学の次男も、学校から帰

ると、白衣に着替えてお店を手伝いま

した。

　営業目的ではない　『豊中文学』　は

創刊以来、作者やファンに支えられ、

豊中文学と私
　ドランで　『豊中文学』編集会議  

寺本　英美子
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だんだん立派な同人誌となりました。

　編集会議の後は、必ずドランに寄っ

て下さいます。時には編集会議をドラ

ンでされる事もありました。

　印象に残る谷まさしさんは、満面に

笑みをたたえ、いつも上気したような

顔で、2 階に上がって来られ、右手を

少し挙げて「やあ」と声をかける。書

も上手で、字の配置がおもしろく、そ

の書は必ず額に入れてくれました。

　ドラン 2 階に上る階段の右側に谷さ

んの額があります。

　久保田益弘先生は、『豊中文学』　

3 号から表紙とカットを描いていた湯

田寛先生　（元豊中十五中校長、画家）

と同じ中学校の先生でした。『豊中文

学』　の看板として、知が書で『豊中

文学の会　寺本知』と書いたのを、久

保田先生が字の周りを掘って下さり、

立派な看板が出来ました。（縦 95 セン

チ、幅 13 センチ）。

　この看板は、今住む古い日本家屋の

家の門に掛けていました。知が亡く

なって 20 年近くになりますが、数年

前、私が金岡道子さんに「そろそろ降

ろしましょうか」と聞きましたら、金

岡さんは「いつもお家の前を通るとき、

見ながら通っています。懐かしいから、

もう少し掛けておいて下さい」と言わ

れ、そのまま掛けていました。雨風、

台風にも耐えて、頑張ってきた看板で

すが、痛みがひどく、可愛そうなので、

家の中に入れました。2013 年、「寺本

知生誕 100 年」の催しが豊中人権まち

づくりセンターで開かれた時、この看

板も展示されました。『豊中文学』　の

終刊と共に、この看板も役目を果たし、

本当に下ろす日が参りました。（看板

は今、同センターで保存）。

　最後になりましたが　半世紀以上も

続いた　『豊中文学』を、知の死後も、

ずっと守り育てて下さいました内田京

子さん、畑中銀子さん、金岡道子さん、

佐藤明子さん、日野範之さん、久保田

益弘先生、本当にありがとうございま

した。皆様のご自愛、ご健筆、また新

しい同人誌のご発展を心からお祈りい

たします。（同人誌『豊中文学』36 号

より転載）
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2013 年に開催した「寺本知生誕 100 年記念事業」と、2014 年度に開催した連続講

座「部落差別、その根っこを考える」の記録をまとめた合冊子を発行しました。両事業

とも、多くの方のご参加・ご協力をいただき、盛会・好評を得ました。

ご希望の方に 1 冊 600 円でお分けいたします。なお、部数に限りがありますので、な

くなり次第、販売終了とさせていただきます。

【申込先】

 〒 561-0884 豊中市岡町北３－１３－７ 豊中人権まちづくりセンター内

 一般財団法人とよなか人権文化まちづくり協会 

TEL 06-6841-5300 FAX 06-6841-6655 

E メール jinken@tcct.zaq.ne.jp 

 ●代金（送料込み）：600 円

●支払い：冊子と一緒に「郵便振替用紙」を送らせていただきます。

なくなり次第

終了！

お知らせ 合冊子を発行しました！
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世界人権宣言

66 周年記念豊中集会報 告

【前号の内容】1914 年に始まった第一次世界大戦。債務国だった日本は大戦によって債権国

へと変わり、非常に少ない被害で大きな効果を得た。ヨーロッパでは 4 年 3 ヶ月で終結した

大戦も日本では 1925 年 5 月まで続き、大正デモクラシー時代の背後で第一次大戦が続いて

いた。軍人だけの戦争が国力全体を使うようになり、多くの民間人が犠牲となった。モンロー

主義を掲げてきたアメリカも初めて戦争に参戦することになったのが第一次大戦だった。国際

連合規約において加盟国は国際紛争を解決する手段として、戦争に訴えないということが第一

次大戦後に決められたのだった…。（文責：森山輝子）

「第一次大戦再考」 （後編）

　戦争を戦う義務の対価として権利を

与えるということが必要になるわけで

す。自分にこれだけの権利が与えられ

ているから、その国のために戦うのだ

ということを納得させる必要がありま

すから、権利の保障という問題が重要

になってくるわけです。一番重要なこ

とは社会権と生存権です。

　それまでヨーロッパやアメリカにお

いて人権というのは、基本的には自由

権の保障ということが課題でした。

　しかし、第一次大戦後のワイマール

憲法によって初めて、いわゆる社会的

生存権というものが権利として出てく

るわけです。人間が生きていること自

体が、保障されるべき権利であるべき

だということです。このワイマール憲

法の生存権というのが、日本にも当然

のことながら影響を与えます。

　日本でも第一次大戦後すぐに社会福

祉、いわゆる生存権あるいは生命維持

権、そういうことが主張されるように

なります。日本国憲法の制定に先立っ

て、民間で作られた憲法改正草案のな

５．「人間の安全保障」と「積極

的平和主義」

　ご存じのように福祉というのは、

「ウェルフェア」です。元々これは「ワー

フェア」。戦争状態というものから、

平和状態にうつるための一つの状況、

条件でもあるわけです。

　第一次大戦によって、人類はあらゆ

る国民が戦う総力戦の時代に入りまし

た。その反面で、総力戦を戦うために

は国民を健康で生産力の高い人材とし

て確保しておくことが必要となります

から、あらゆる国民に対してその生存

を保障しなければいけなくなったわけ

です。
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かに、第 23 条「法律ハ有ラユル生活

分野ニ於テ社会ノ福祉及安寧、公衆衛

生、自由、正義並ニ民主主義ノ向上発

展ノ為ニ立案セラルベキコト」という

条項がありました。それをうけて日本

国憲法に憲法 25 条、「すべて国民は、

健康で文化的な最低限度の生活を営む

権利を有する。国はすべての生活部面

について、社会福祉、社会保障及び公

衆衛生の向上及び増進に努めなければ

ならない」という条項を入れるべきだ

という提案がなされます。この条項は、

マッカーサー草案にはまったくありま

せんでした。

　これは日本人が提案して実現したも

のなのです。さらに日本国憲法の前文

には、「平和的に生存する権利」、平和

的生存権が明確に記されています。単

に生きていればいいというものではな

くて、保障や公衆衛生とか文化の向上

というものを前提とした文化的な生活

を送りながら生きていくこと。平和的

に生きることが生存権の基本ですか

ら、平和的生存権というのがあらゆる

権利のなかの根本であるということに

なります。この点で、イラクにおける

自衛隊の違憲判決を出しました名古屋

高裁の裁判において、平和的生存権と

いうのが権利として認められたんで

す。

　裁判に訴える権利として認められま

した。それまで憲法の前文は、裁判す

るための権利としては認められていな

かったんです。

　しかし、この名古屋高等裁判所の判

決が確定しましたので、現在では裁判

所は平和的生存権が、権利であること

を認められたことになります。つまり、

平和的生存権がおびやかされたという

事態が起きれば、それをもとにして訴

訟を起こすことができるということに

なったわけです。

　ところで、日本国憲法の 25 条とい

うのは、当初はプログラム規定とい

われておりました。あくまでも国がそ

ういうことを目標としてやればいいの

だ、これを実行する必要はないのだと

いう主張でした。しかし、その後「朝

日訴訟」や「堀木訴訟」というかたち

で、生活保護の確保を求めた方々が訴

訟を起こすなかで、権利として確立さ

れていったわけです。

　憲法に書かれているからといって、

その権利が認められているわけではな

いんです。あくまでも裁判やそういっ

たものを通じて初めてそれが権利と

して実体化するんです。単なる文章で

あった憲法が本当の権利としてなって

いくためには、「権利のための闘争」

というのがなければいけないわけで

す。
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　このように考えていきますと、憲法

25 条と 9 条というのは、実は一対の

ものなんです。この二つが一対となっ

て、日本の個人における平和的生存権

というものが重要になってくるわけで

す。さらに申しますと、平和的生存権

という問題が国連のなかでも、当然議

論されています。この言葉がその後の

世界人権宣言などにも活かされるよう

になってまいりましたが、そのことを

もっと具体化したのが、国連の難民高

等弁務官でありました日本の緒方貞子

さんとインドのアマルティア・センさ

んが提案した「人間の安全保障」とい

う考え方です。それまでは安全保障と

いうのは国家の安全保障、軍事的安全

保障でした。

　そうではなくて、安全保障というの

はあくまで人間に主眼があるというこ

とを言ったわけです。

　私たちはこの間、安倍首相の「積極

的平和主義」という言葉を聞かされて

います。これはスウェーデンの平和学

者などが提唱しはじめたことなんです

が、平和主義には二つの概念がありま

す。一つは消極的平和主義で、これは

戦争がない状態。それに対して積極的

平和主義というのは、社会がそういっ

た人々を戦争に追い立てるような貧困

の問題や環境悪化、そういうことをな

くすことが積極的平和主義なんです。

戦争の条件になるようなものを未然に

防いでいくこと、これが積極的平和主

義です。集団的自衛権で他国防衛権を

行使して戦うことが積極的平和主義で

はないんです。安倍さんの考え方の是

非はともかくとして、平和学という立

場からいえばそういう意味であるとい

うことです。

　個人が自分の責任以外のことで責任

を問われないための条件を与えるこ

と。そのことが平和の基礎であるとい

うことです。私たちは戦争の原因とし

て民族問題があるとかいいますけど、

多くの場合、民族が問題だから戦争が

起こるのではありません。対立を招か

ざるをえないような問題が他にあるか

ら民族問題になるんです。その多くは

経済問題、格差問題などです。

　そうした経済的な圧迫の問題を少し

でもなくせば、戦争にはいかないであ

ろうというのが、希望的観測ではある

かもしれませんが積極的平和主義とし

て考えられています。

　それが実は「人間の安全保障」と同

じような問題としてつながっているわ

けです。

６．パブリックリレーションズ

　第一次大戦というのは人類の世界の

なかで非常に大きな転換点でした。戦
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独立した女性だとアピールします。

　ニューヨーク、マンハッタンの夕暮

れ。女優たちにタバコのパッケージと

同じ緑色の洋服を着せて行進させる

わけです。そして彼女たちにタバコを

吸わせます。タバコを吸わせて、夕闇

が迫ってますから、タバコの火の先が

赤く光るわけです。それはまさに自由

の女神の姿となります。つまり、タバ

コを吸う女性こそが自由で自立した女

性だというイメージを彼が植え付けて

いったんです。

　需要というのはあるものではない、

作り出すんだというのがバーネイズの

ＰＲの原則です。そして私たちの消費

生活はまさにそのようになっているの

ではないでしょうか。自分たちが欲し

いから商品を買うのではなくて、何か

それを消費することが自らのステータ

スシンボルとなる。ブランド品などは

そうでしょうし、あるいはそういう物

を消費すること自体、あなたにステー

タスがあったんですよという意識を与

えます。

　まさにそういった戦争宣伝というプ

ロパガンダを裏返せばこういう形に

なってくる。そして日本の場合にはＰ

Ｒは、戦後になって最初は行政広報と

して入ってくるんです。満鉄では「弘

報」と書いていました。満鉄ではこの

弘報活動によって映画を作ったりしま

す。

　日本は 1920 年に陸軍省が陸軍省新

聞班というものをつくります。そして

陸軍自体が新聞を検閲して陸軍省新聞

争形態だけではなく、生活そのものが

大きく変わったんです。大量生産、大

量消費の社会になりましたから、大量

生産したものをどうやって消費させる

かが重要になってくるのです。

　エドワード・バーネイズという人が

います。心理学者フロイトの甥である

彼がアメリカの戦時情報局のなかで戦

争を進めるための諜報活動をおこなう

わけです。戦争を起こすためにできて

きたのがＰＲ（パブリックリレーショ

ンズ）活動なんです。

　人々の関係を作り出すことによっ

て、実は社会を変えていくということ

です。彼はＰＲそのものを企業化して

いきます。一番典型的な例を申し上げ

ますと紙巻きタバコであるシガレット

です。それまで多くの人たちは葉巻を

吸っていたわけです。ところが戦場で

葉巻を吸っている余裕ありません。簡

単に吸えるシガレットが重用されま

す。塹壕のなかで戦っている戦場の兵

士たちの唯一の楽しみというのはタバ

コなんです。お酒やコーヒーもありま

すけどタバコが重要でした。しかし、

戦争で多くの男性が命を失い、大量に

生産されたタバコを吸わなくなってし

まう。どうしたらいいか。人口の半分

を占める女性に吸わせる訳です。

　それまでアメリカでは女性はタバコ

を吸うものではなかったんです。とこ

ろがバーネイズはまず医者から「タバ

コは声にいい」「タバコを吸うと痩せ

る」というアンケート結果を集めます。

つぎにタバコを吸う女性が自立した、
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班自体がパンフレットを出すことにな

ります。有名な「国防の本義と其強化

の提唱」というパンフレットがありま

すけど、そのなかに出てくるのが、「た

たかひは創造の父、文化の母」とあ

るわけです。つまり戦争をすることに

よって、文明も文化も発達していくん

ですよっていうそういうスローガンを

出しているんです。

　外務省にも外務省情報部ができまし

た。この段階から外交戦において情報

をどうやって扱っていくのか。そして

国内においても新聞やメディアをどう

使って、国民を誘導していくのかとい

うことが国策として追求されていった

のです。

７．記憶の歴史から記録の歴史へ

　このようにみてきますと、第二次大

戦が唐突に起こったのではなくて、ま

さに 1920 年に作られた陸軍省新聞班

に続いて、報道規制が一方でおこなわ

れ、陸軍省が出したい情報はそこで都

合良く作りかえられていく。

　そういう情報というのが非常に大き

な国民生活そのものを変えていきます

し、政治的な意見の集約にもつながっ

ています。30 年段階には国内には戦

争に向けたある種の世論というのがか

たまってしまうんです。

　第二次世界大戦というのは結局、政

府が推進した面もありますけど、それ

を支えた国民の声のほうが大きかっ

たことに事実としておさえておく必要

があります。もちろん、単純に国民が

自分で戦争への声をあげたというより

は、そういう風に情報操作されている

ものが実は目に見えないままにいつの

まにか自分自身の意見になってしまっ

ているということです。

　タバコの話もそうですが、あたかも

自分が自分の頭で考え、自らの嗜好と

してタバコを吸ってるような意識に変

えられていくわけです。こういう意識

を変えていくことが思想戦と言われる

ものの本質でありますけど、こういう

操作をおこなうためにはある種の機密

情報などの操作としてのインテリジェ

ンスが必要になってきます。

　今年は戦後 70 年になりますけど、

私たちは一つの大きな転機に立ってい

ます。第一次世界大戦から 100 年とい

う年が経ちました。100 年というのは

もうそこに体験を持った人たちがいな

くなったということですね。私たちは

戦後 70 年という節目を迎えるなかで、

今、平成生まれの 30 代以下の人たち

が、人口の 30％を占めるようになっ

ています。

　日本の人口の 3 分の 1 は、もはや昭

和という時代を知らないということで

す。ましてや戦争体験者は日々に少

なくなっていきます。私たちもまさに

ヨーロッパが第一次大戦から 100 年と

同じような状況のなかで、第二次大戦

からおなじようなところに一歩一歩近

づいていっている訳です。既に第二次

世界大戦も記憶の歴史から記録の歴史

に変わっていっているわけです。記録

の歴史をどう読むか、あるいはどう書
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かれているかで、その継承のされ方は

大きく変わってきます。ヨーロッパの

研究者たちと私たちは国際集会を開き

ましたけど、ヨーロッパの研究者が一

番問題にしたのは、記憶をどう共有す

るか、ということでした。

　どういう形で私たちが戦争の記憶と

いうのを継承していくのかということ

が一番大きな問題になってきている。

それが戦後７０年を迎える私たちの一

番大きな課題ではないかと私も思い

ます。そこにこそ第一次大戦開戦から

100 年と、第二次世界大戦の戦後 70

年という二つの大戦を重ねてみるとい

うことの意味合いがあるのではない

か、私はそう思っています。

「メディアでおしゃべり」

の取材を受けました！

　段取りの悪さが露呈したのか、年度

始めにも関わらずとにかく忙しい 4 月

でした。原稿を散々催促しておきなが

ら、原稿が一番遅かったのも大きな声

では言えませんが、編集長である私で

す。新聞に目を通す時間もなく、関心

を持てる記事も見つからず悩んでいた

ときに、読売新聞から取材申込の連絡

がありました。昨年、一昨年とすてっ

ぷ主催、協会協賛で開催した「メディ

アでおしゃべり」について話を聞かせ

てほしいということでした。これぞま

さに鴨葱です。

　マッサージのような施術で乳児が死

亡する悲しい事件がありました。その

事件を受けて、「そういえば、豊中で『メ

ディアでおしゃべり』とかいう取り組

みしていたな」と記者さんが思い出し

てくれたそうです。乳児死亡事件は、

子どもの障害や皮膚疾患が治るのなら

と、母親は藁をもすがる思いで調べま

くった結果だったに違いありません。

　保育園入園が決まったとき、娘は

ちょうど 6 ヶ月でした。本格的に離乳

食がスタートする機会に血液検査をし

ました。何もわからないうちにと思っ

て検査しましたが、今思えば生まれて

6 ヶ月の子に採血を強いるのもかなり

無茶やなと思います。

　結果は卵白アレルギーが陽性。クラ

ス２でした。きっと問題ないだろうと

思っていたので、予想外の結果ですご

く驚きました。すぐさまインターネッ

トで「卵アレルギー　クラス２」とか、

「卵アレルギー　治る」とかで検索し

ました。ポータルサイトの知恵袋や掲

示板なんかには「卵アレルギーは 6 歳

ぐらいで治る子がほとんどだ」とか、

「いつのまにか治った」と書き込んで

いる人がいて、情報の出処はわからな

いし、何の根拠もないことはわかって

いましたが、正直ホッとしました。念

のため、家でも保育園でも卵は避けて

離乳食を進めていき、市の 10 ヶ月健

新聞切り抜き帖から

森山　輝子（事務局）
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診があったときに栄養士さんに卒乳の

タイミングとアレルギーのことを相談

すると、「お母さん、残念ながらアレ

ルギーが消えることはないですよ」と

言われました。

　インターネットにはほとんど治るっ

て書いてたのに、栄養士さんはアレル

ギーは消えないと言ってる。できれ

ば前者を信じたいけれども、その情報

には何の根拠もない。娘は一生、卵を

食べらないのだろうかと一気に不安に

なったのです。けれども、ふと、「治

るとか治らないとか色々いうけど、結

局は個人差の問題やから治るケースも

あれば治らないケースだってある。一

概には言えないんだ」という結論が自

分の中に生まれました。2 ヶ月後、1

歳を迎えた月に予防接種のついでにも

う一度採血をしてもらったら卵白の数

値が悪化していました。卵は加工品や

加熱品も一切、食べさせていなかった

のに数値が悪化していたことがちょっ

とショックでした。

　だけど、カルボナーラが食べられな

くても人生損はしないし、温泉卵が

入っていないシーザーサラダだって十

分美味しい。日頃、手伝ってくれてい

るのか、邪魔しているのかよくわから

ない夫も「数字に表れてるだけで、実

際食べたらなんともない場合もあるん

ちゃう？」と珍しく言ってくれました。

　私には「個人差の問題だ」と考える

気持ちの余裕があったし、結果的には

栄養士さんの話のほうがショックでし

たが、栄養士さんに相談できたり、夫

と話せる環境もありました。子どもと

日中二人きり、初めてのことだらけで

どうすればいいか何もわからない、人

に相談するとか、保健師さんに電話す

るとかそんな選択肢すら思いつかな

いぐらい追い込まれた状況なら、調べ

たらすぐに答えがわかるネットの情報

に、たとえ信ぴょう性がなくても、そ

れが自分の望んでいた答えだったなら

ば、信じ込んでしまうのも無理がない

のではないでしょうか。衣食住の環境

が便利になればなるほど、子育て中の

保護者は孤立するのではないかなと感

じます。

　そんな自分自身の子育てとも重ねな

がら、育児期の保護者と一緒にメディ

アリテラシーについて考えようと「育
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児雑誌でおしゃべり」が企画されまし

た。それに引き続き、「テレビと子育

てを考える」、「ネット社会と私たち」

と 3 回連続講座を合計 3 回も開催する

ことができました。「育児雑誌」のと

きは妊婦さんだった方が出産後に赤

ちゃんを連れて「テレビと子育てを考

える」に参加してくれたり、同室可能

な 1 歳未満だった赤ちゃんが一時保育

の対象年齢になって、お母さんは「子

どもを預けて『○○ちゃんのママ』じゃ

ない自分になれる」と講座に参加して

くれたりと穏やかな雰囲気で講座を進

めることができました。また、子育て

が一段落した世代の方や男性の参加が

ディスカッションを盛り上げるエッセ

ンスにもなりました。今年度もメディ

ア・リテラシーの取り組みを考えてい

ます。是非ご参加ください！新聞の切

り抜き記事は 4 月 16 日の協会ブログ

にアップしていますので時間ある方は

ご覧になってみてください。

「捏造の科学者　ＳＴＡＰ細胞事件」　

著：須田桃子　発行：文芸春秋

重本　洋輔（事務局）

書評

　昨年 1 月から何度かテレビや新聞紙

上を賑わせたＳＴＡＰ細胞を巡る一連

の出来事については多くの方がご存じ

だと思う。当初はノーベル賞確実と言

われ、研究のユニットリーダーであっ

た小保方晴子氏を称賛する報道が連日

のようにされていたが、発表された

ＳＴＡＰ論文に捏造などの不正が見つ

かったことをきっかけに数々の疑惑が

浮かび上がり、小保方氏自身の過去の

論文不正や研究実態、理化学研究所の

杜撰な体質といった問題点が次々と明

らかになっていった。当初、「科学史

に残る大発見」と言われていたものは、

いつしか「科学史に残るスキャンダル」

と言われるようになり、その後、小保

方氏の上司であった笹井芳樹氏が自ら

命を絶つという事態にまで発展した。

結局、再現実験も上手くいかずに小保

方氏は退職、ＳＴＡＰ細胞の存在は事

実上否定される結果となった。僕は終

始この事件に注目していたわけではな

いが、そのように記憶している。

　４月にこの本を目にした時は、「こ

んな本が出たんや…」と感じた程度で

あったが、こんな機会でもないとまず

読むことのない内容の本ということも

あり、今回、思い切って読んでみるこ

とにした。

　本書は毎日新聞科学環境部の記者で

ある須田桃子氏によって書かれたもの

で、再生医療の取材をとおして以前か

ら面識のあった笹井氏より送られてき

た記者会見の招待メールに始まり、論

文発表後に発覚した数々の不正、実験

や細胞そのもの対する様々な疑惑、理

化学研究所の不透明な対応、論文の取
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り下げ、笹井氏の死、2002 年に発覚

したシェーン事件との比較などについ

て書かれている。全体的に著者の主観

や推測、想像によって書かれたと思わ

れるような記述はほとんどなく、著者

が取材をとおして一部の当事者や関係

者から得た情報、自ら確認できた事実

のみが一つひとつ丁寧に取りあげられ

ており、特に著者と笹井氏との度重な

るメールでのやりとりの部分からは、

笹井氏のＳＴＡＰ細胞に対する希望や

喜び、自信といったものが徐々に不安

や焦りに変わっていく様子が鮮明に伝

わってくる。最後まで小保方氏とＳＴ

ＡＰ細胞の存在を信じ続けていたであ

ろう笹井氏のことを考えると、読んで

いてとても複雑な心境になった。

　昨年 12 月に再現実験の失敗が報告

されるより以前の 11 月にまとめられ

たものであり、帯布に「誰が、何を、

いつ、なぜ、どのように捏造したの

か？」と書かれている割には、事件の

深層的部分についてはほとんど触れら

れていないなど、時期や内容的に中途

半端に感じるところもあるかもしれな

いが、ＳＴＡＰ細胞事件の経過を客観

的に振り返るとともに、笹井氏など当

事者の心境といったものを知ることが

できると思う。この事件は多くの疑問

がはっきりされないまま終わりを迎え

てしまったため、人によっていろんな

推測や解釈があると思うが、少なくと

も僕自身は自分の中で事件の記憶を整

理したり、誤解や勘違いを解くことが

できた。そして、研究というのはどの

分野でも、すぐに成果や結果が出るも

のではなく、何度も失敗したり後退し

ながら少しづつ発展していくものであ

るということを再確認できた。

　今回、臓器の再生や癌の抑制、また

は若返りの可能性まで秘めていたとさ

れるＳＴＡＰ細胞の存在は残念ながら

否定される結果となってしまった。し

かし、少しでも可能性があるなら、こ

のまま終わらせてしまうのは本当に

もったいないと思うし、また、この事

件の影響により、他の研究者の可能性

の芽が摘まれるようなことがあっても

困る。僕自身、科学的なことについて

は全くの素人だが、いつか本当に夢の

ような細胞が発見される日が来ること

を信じて、すぐに目に見える成果や結

果を求めるのではなく、長い目でこれ

からも見守っていきたい。
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2015 年度の事業推進にあたって

佐佐木　寛治（事務局長）

Ⅰ．2015 年は、こんな年

「敗戦」70 年、「豊中市立児童館」60

年、「同対審答申」50 年、「部落地名

総鑑事件」40 年、「リバティおおさか」

30 年、「阪神・淡路大震災」20 年、「人

権文化政策監」スタート

１．「敗戦」70 年

　「景気回復、この道しかない」と、「ア

ベノミクス」を争点に掲げ、解散・総

選挙に打って出た安倍政権は、与党（自

民党と公明党）で 325 議席を獲得し、

信任を得たとしてその路線をさらに進

めようとしています。しかし、特定秘

密保護法や集団的自衛権の行使、原発

再稼働については、世論は半数以上が

反対しており、また、辺野古の新基地

建設についてはオール沖縄でノーの意

思が示され、民意とのねじれが生じて

います。さらに、中国や韓国との緊張

関係が続く中、メディアを巻き込んで

危機感や排外主義、ナショナリズムが

煽られるなかで、嫌中・嫌韓感情が高

まり、ヘイトスピーチが常態化し、国

連をはじめとする諸外国から憂慮の念

が表明されています。そして、二人の

日本人がイスラム国によって殺害さ

れ、波紋が広がっています。政権批判

はイスラム国を利するといった声に、

事件の真相解明はとん挫を余儀なくさ

れる中、テロとの戦いという名の「戦

争」が、差し迫った問題として取りざ

たされ、危機感が煽られています。

こうした中で迎える「敗戦」70 年は、

平和主義と人権尊重を基軸にしてき

た戦後体制をさらに継続発展させるの

か、それとも戦争体制づくりと格差や

差別を是認する社会へと踏み出すのか

が問われる年になるかもしれません。

「河野談話」や「村山談話」の見直し

や従軍慰安婦や南京虐殺を否定する言

論の強まり、道徳の教科化に見られる

精神の支配につながる動きもあり、平

和と人権に関わる取り組みの強化は避

けて通れません。パネル展や講座、協

働事業などを通じて、具体化していき

たいと思います。

2．「児童館」60 年

　豊中における部落解放運動の画期と

なった一つとして、「児童館」の建設

があります。「これからの運動は教育

や！」と、青年や一部の教師が「子ど

もと教育」に着目し、先進的な取り組

みを行いました。解放会館（児童館）は、

そうした歴史を引き継いで今あること

を改めて確認するためにも、60 年の

歩みを振り返る作業を進めていきたい

と思います。
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3．「同対審答申」50 年

　「答申」とそれを受けた「特別措置法」

33 年の時代を経るなかで、部落問題

の様相は大きく変わりました。貧困・

悲惨と形容された被差別部落の姿は様

変わりをし、教育・仕事・福祉をはじ

めとする生活実態における部落外との

「格差」是正もすすみ、被差別の「徴・

指標」は解消の過程をたどってきまし

た。その意味では、部落問題が解決に

向かってきたことは確認できます。

　しかしながら、その先の道程が自動

的に進むかと問えば、いまだ克服し切

れていない課題、新たな問題があるこ

ともまた事実です。だから、改めて部

落差別の現実をとらえなおし、それら

が提起しているものを踏まえた、今日

的なアプローチが求められていると言

えます。

　部落差別は、さまざまな場面でさま

ざまに現れますが、突出するのが差別

事象・事件です。そして、そこには事件・

事象をめぐる人間関係が絡みついてお

り、それを解きほぐすことによって、

いわゆる差別意識がどのように人々を

縛るのか、行動に突き動かすのか、と

いったことが見えてきます。

　「同対審答申」が、実態的差別と心

理的差別とで部落問題をとらえたこ

とに鑑みれば、今日、直面しているの

は後者の側面だということになります

が、ことはそう簡単に割り切れるもの

ではないことは、この間の事態が証明

しています。教育・啓発の重要性はそ

の通りですが、それによって問題解決

が担保されるとは思えません。

　人はなぜ差別をするのか？差別の

根っこはどこにあるのか？これに焦点

をあて、答えさがしをする、その営み

の繰り返しが部落問題解決を引き寄

せ、人々の内に潜む差別意識を撃つこ

とにつながるのではないでしょうか。

その際、この 50 年、部落問題の何が

変わり、何が変わらなかったのか？変

えることができたものは何で、変える

ことができなかったものは何か？とい

う視点からの問い返しと検証とが不可

欠になります。「答申」から 50 年、部

落問題の今をめぐる新たな議論の契機

にしたいと思います。

4．「部落地名総鑑事件」40 年

　稀に見る悪質な差別事件として、大

きな社会問題になった事件から 40 年

の時を経て、インターネットの時代に

なり、文字情報はデジタル化され、電

子空間に拡散され、誰もが入手できる

ようになりました。「部落地名総鑑」

も同様にネット上に暴露されています

が、これを規制する手立てはないまま

です。

　ネット上での最大関心事は、「どこ

が部落か」「誰が部落民か」というも

ので、それらにまつわる一方的な情報

が氾濫しています。仮想空間での部落

問題をめぐる言説に群がる人たちは、

想像力を逞しくして「部落」と「部落

民」のイメージを作り上げ、それに縛
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られるという状況にあります。

　そして、こうした差別情報の垂れ流

しは、「同和地区はどこか？」と行政

機関等に公然・非公然に尋ねるという

事件の誘因にもなっています。40 年

を経た「部落地名総鑑事件」について、

取り組みの検証を含め、今ある地点か

らどう見るのか、関係者とともに考え

ていく場をつくりたいと思います。

Ⅱ．「地区問い合わせ事件」への

対応に見る部落問題観

　この間、生起している事件をめぐる

ありようを見ると、現場での対応のあ

り方の問題に終始しているきらいが

ありますが、そもそもこの種の事件が

提起している問題・課題は、そのレベ

ルにとどまらず、いわば部落問題の根

幹に関わるものを含んでいることを理

解・認識すべきです。ここのところを

踏まえないと、対応マニュアルに囚わ

れて、臨機応変性を欠くことになり、

ロールプレイで全てを会得したかのよ

うな錯覚に陥り、問題の本質を取り違

えるといったことになりかねません。

そもそも、現場で「対応力」が発揮で

きないのは、部落問題を前にしたとき

に抱く緊張感と得体のしれない感覚に

よって、思考が縛られ、言葉が奪われ

るという部落問題固有の困難性のゆえ

だと思料されます。人々の自由な思考

と言葉を阻むもの、それは自らの内に

潜む「恐れ・不安」であり、その根っ

こには、部落問題の闇の世界がありま

す。良かれ悪しかれ、緊張し、言葉を

選ばざるを得ない問題として部落問題

はあり続けてきたこと、その負の遺産

を今も背負っていることを改めて思い

ます。

　この縛りや呪縛から自由になるため

にも、また、それぞれが持っている部

落問題についての見方・考え方、すな

わち「部落問題観」を問い直し、磨く

ためにも部落問題との出会い直しが不

可欠です。そうした作業（体験・経験）

を経ることによって、他の人権問題と

同じように部落問題と向き合うことが

できれば、事件にもそれなりに対応で

きるはずです。

Ⅲ．市民意識調査から見える部落

問題観

　2013 年度に市は、政策企画部によ

る「市民意識調査」（2014 年 1 月実施）

と人権文化部による「人権についての

市民意識調査」（2013年 9～ 10月実施）

を行いましたが、その結果からいくつ

かの課題が見えてきます。特に、注目

したいのは「自由意見」で、ここには

部落問題および同和行政、同和教育に

関わって、たくさんの「生の意見」が

書き込まれました。昨年も行われた「市

民意識調査」では、10 件から 44 件に

増え、内容も否定的なものが多数です。

「人権についての市民意識調査」は、

2000 年、2007 年についで 3 回目です

が、件数は 63 件で一番多く、「逆差別」
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「寝た子を起こすな」「部落分散論」に

代表される「批判、否定、偏見」が多

くを占めています。これらの自由意見

からは、マイナス・イメージが伝承さ

れ、記憶されている現実が根強くある

ことが読み取れます。また、部落につ

いての差別的発言を聞いたときに、「そ

のとおり」が 10.2％、「そういう見方

もある」が 52.1％、と回答しています。

つまり、62.3％が肯定・容認している

わけです。

　「部落問題のわかりづらさ→特別視・

タブー視→忌避・偏見の固定化」といっ

たサイクルが頑強に活きている現実に

介入し、連鎖を揺るがすようなことを

考えないと事態は変わりません。意見

を書き込んだ市民も含め、ほとんどの

人は部落問題の現状について知る機会

も場もなく、刷り込まれた意識のまま

であることをふまえ、啓発・広報のあ

り方を考えなければなりません。

Ⅳ．「人権文化政策監」体制スタート

　初代「人権文化政策監」には山本弥

生さん（前・健康福祉部いきいきセン

ター長）が就任、新任の人権政策課長

の高橋明さん（前・人権文化部文化芸

術室主幹）と合わせ、新しいツートッ

プによる新しい体制がスタートしまし

た。山本監は、以前に人権文化部にお

られたことがあり、高橋課長は同じ部

におられたわけで、その意味ではお二

人は、「人権文化」に馴染みの方です。

しかし、時代や人権や部落問題をめぐ

る状況もかつてとは変わり、これまで

の感覚やありようでは対応しきれなく

なってきていますから、蓄積してきた

経験や知見を活かしつつ、新たな取り

組みを創造していくことが求められま

す。

　そこで改めて、「人権文化政策監」

とは何で、その使命・任務は何なのか

ということについて述べてみたいと思

います。

1．「監」の位置付け

①�豊中における人権文化行政の新たな

歴史を創造するトップ・リーダーで

ある。

②�庁内外から「畏怖・畏敬」される存

在にならなければならない。

　①は、市が「すべての施策に横串を

入れながら、全庁的に人権施策を総合

的に進めていく」と言っていること

と重なるものです。②は、「畏れられ、

敬われる」ということですが、俗な言

葉でいえば「なめられてはいけない」

ということです。そのためには、人権

文化行政のトップ・リーダーたる「監」

は以下の資質を発揮しなければなりま

せん。

２．「監」に求められる資質

①他部局からの独立自尊と指導力

②データや資料を読み解く分析力

③�現場とつながりコントロールする行

動力

④事案発生時の危機管理力
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　ハードルは低くはないと思います。

大事なことはその高みをめざす「気概」

を持つことです。パイオニアであるこ

とを自任しつつ、矜持を保ち、自らを

鼓舞しつつ、まわりを包み込んでい

く、そんな風景が浮かんできます。「事

業は人なり」と言いますが、人権文化

行政はまさにその言葉が当てはまりま

す。

３．「監」体制の課題について

　「部」から「監」になって何をする

のか、何をしなければならないのか？

一言で言えば、これまでのありようと

は違ったありようを示すために、自ら

課題設定を行い、それを遂行すること

です。以下にサンプルを提起します

が、これらが新たな人権文化行政を切

り拓くための素材となってほしいもの

です。

（１）�実態把握ー課題抽出ー「人権行

政白書」の作成

①�人権に関わる「条例」や「基本方針」

���「計画」「指針」等に照らし、組織は

機能しているのかをチェックし、課

題を明らかにする。

②�広報や研修、啓発、人材育成などの

取り組みの実情を把握し、課題を明

らかにする。

③�「事件・事象」を経験している部局

での対応状況をチェックし、問題点

を明らかにする。

④�一連の作業を通じて明らかになった

課題への対応策を検討・提起する。

⑤�これは、いわば「人権行政白書」と

いうべきもので、全庁的に共有・対

処する。

（２）実態把握ーモデルづくり

①�これまでの実績の洗い出しを行い、モ

デル・ケースやサンプルを提示する。

②�各職場に出向いて、研修・取り組み

等の実態把握を行う。

（３）�情報発信ー「人権文化政策監つ

うしん」の発行

①�人権文化政策監は、人権に関する多

面的な情報を不断に収集し、適宜、

各部局に提供する。

②�各部局は毎月、人権文化政策監に人

権に関わる出来事や研修などの取り

組みの報告をあげる。

③�人権文化政策監は、それらをもとに

「人権文化政策監つうしん」（月報及

び年報）を発行し、収集・提供され

た情報を「人権」の視点でチェック

し、問題提起をする。

（４）危機管理ー事例対応

①�「事件・事象」が起こった際に、現

場と連携した取り組みをする。

②�持てるノウハウを駆使し、初期対応

の検証、事案の分析、問題点の把握、

事後対応のあり方等について、指導・

助言する。

③ �1 年間の経過観察を行い、総括報告

書を作成する。
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人権文化のまちづくり講座

「人権についての市民意識調査にみる部落問題」
とき：6 月 8 日（月）午後 6時 30分～ 8時 30分

会場：豊中人権まちづくりセンター
講師：石元清英さん（関西大学教授）

＜あとがき＞

◇昔、ホームレスの男性が犬を連れている

のを見て、母が「住む家もない人が犬なん

かこうて（飼って）どないすんの」と笑っ

ていたことがあった。傍から見ればそう思

う人が多いだろう。しかし名犬ジョリーで

はないが、自分の食料を半分に分けて共有

することで胃袋は満腹でなくとも、心は満

腹になる。心の豊かさを求めていけば、や

はりその先にあるものが「文化」なのでは

と最近ようやく考えられるようになった。

代表理事の文章は深いものがあります。◇

アインシュタインは 4 歳まで話しませんで

した。教師たちからは知的遅滞児、社会性

欠如、白日夢想者とみなされていました。

大学の入試に失敗しました。後に彼は相対

性理論を構築しました。（森田ゆり『多様性

トレーニング・ガイド』から。）後世に名を

残す学者や著名人たちにも何がしかの障害

があった。閉塞感漂うこのストレス社会で、

むしろ障害のない人なんて存在しないので

はないでしょうか？◇第二次大戦から 70

年。安倍政権は昔の事実に目を背け、自分

たちの都合のいいように歴史を歪曲しよう

としている。当時の記憶を持つ人たちが少

なくなるのをチャンスとでも考えているの

か。70 年経った今だからこそ、歴史にき

ちんと向きあうべきではないのだろうか。

◇日本の国技と言われる大相撲。恥ずかし

ながら蒼国来関は知りませんでした。品格

を問われバッシングされた元横綱の朝青龍

や白鵬関。その行動に問題があったとは思

えない。むしろ徹底的に品格を叩き込まれ

たのか、多くを語らない貴乃花親方がロボッ

トのように見える時期もあった。力士の品

格とは「お上に楯突かない」ことなんでしょ

うか。◇アンケートハガキを同封しており

ますので、ご協力よろしくお願いいたしま

す。今年度は毎号同封する予定です。しつ

こくてすいません。◇連続講座のチラシも

同封しました。普段は２色刷りのチラシで

すが、外注に出したカラーの仕上がりに興

奮しています。◇ 46 号 11 ページの表の

「将軍家光」の「光」が抜けていました。申

し訳ありませんでした。

2013年に豊中市で実施された「人権についての市民意識調査」で、同和問題に関する自由記述に「逆

差別」や「寝た子を起こすな」といった意見が多く書かれていました。なぜそのような意見が今

なお出るのか。調査に関わってこられた石元さんに分析結果からみえてくる部落問題の現状をお

話いただきます。

入場

無料
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人権相談をご利用ください

ひとりで悩まないで
１．人権ケースワーク事業（豊中市からの受託事業）

●定例相談

とき：月曜・水曜・金曜日の９時～１７時

ところ：蛍池事務所（蛍池人権まちづくりセンター内）

電話：０６－６８４１－２３１５

●出張相談

とき：毎月第２・第４木曜日の１３時～１５時

ところ：豊中市役所第２庁舎１階市民相談課

２．人権相談（自主事業）

とき：月曜日～土曜日、事務所開設時（９時～１７時）に随時受付

ところ：豊中事務所（豊中人権まちづくりセンター内）

電話：０６－６８４１－５３００

mail：jinken@tcct.zaq.ne.jp　HP：http://www.tcct.zaq.ne.jp/jinken/

●編集：発行

一般財団法人

とよなか人権文化まちづくり協会
豊中市岡町北３－１３－７　豊中人権まちづくりセンター内

TEL：06(6841)5300　FAX：06(6841)6655

ＥMAIL：jinken@tcct.zaq.ne.jp　郵便振替：00960-8-153806

蛍池事務所　TEL:06(6841)2315　EMAIL:bpazk307@tcct.zaq.ne.jp

世界人権宣言豊中連絡会議記念講演

「九月、東京の路上で」
～ 1923 年関東大震災　ジェノサイドの残響～

とき：6 月 23 日（火）午後 2時 30分～ 4時 30分

会場：豊中人権まちづくりセンター

お話：加藤　直樹さん（「九月、東京の路上で」著者）

入場無料！

申込不要！


